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第１章 事業に関する事項 

 

１ 主催者 

福山市 

 

２ 担当課 

福山市市民局まちづくり推進部まちづくり推進課 

〒７２０－８５０１ 福山市東桜町３番５号（本庁舎９階） 

ＴＥＬ （０８４）９２８－１２１７（直通） 

ＦＡＸ （０８４）９２８－１２２９ 

E-Mail machidukuri-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 

３ 調達の内容 

(1) 件名 

２０２６年度（令和８年度）福山市交流館冷暖房設備更新に係る賃貸借事業（以下「本

事業」という。） 

(2) 調達の対象 

各交流館の冷暖房設備の全面更新及び更新機器の維持管理 

なお、本事業の詳細要件は、「入札仕様書」等の別紙資料を参照すること。 

(3) 事業期間 

ア 工事（準備） 

 契約締結日から２０２６年（令和８年）８月３１日まで 

イ 賃貸借期間 

２０２６年（令和８年）９月１日から２０３６年（令和１８年）８月３１日まで 

(4) 履行場所 

福山市役所及び各交流館 

 

４ 入札参加資格要件 

入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

(2) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生

法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを行っていない者（再生

手続開始又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。）であること。 

(3) 本事業の公告の日から落札決定の日までの間のいずれの日においても、本市の指名除

外措置若しくは指名留保措置又は入札参加資格の取消しを受けていない者であること。 

(4) 本市に納付すべき市税の滞納がない者であること。 

(5) 国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

(6) 広島県内に本店又は支店を有するもの。 

 



2 

５ 契約条件 

本事業を契約するに当たっての条件は、次のとおりとする。 

(1) 調達に関する条件 

２０２６年（令和８年）９月１日からすべての施設において、空調設備を利用できるこ

と。ただし、本市によるスケジュールの変更があった場合はこの限りではない。 

(2) その他の条件 

疑義が生じた場合は、本市へ速やかに報告し、本市と協議した上で対応措置をとること。 

 

６ 本事業に当たっての制約事項 

(1) 秘密の保持 

本事業遂行中に知り得た秘密事項については、いかなる理由があっても本市の承認なし

に他に漏らしてはならない。契約期間終了後も同様とする。 

(2) 貸与資料 

本事業の実施に当たり、本市が貸与する物品及び資料等については、受注者の責任にお

いて適切に管理し、取扱いに注意すること。 

また、契約期間終了後、速やかに返却すること。 

(3) 成果物の所有権 

サービス等に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合、受注者は、当該著作権

の使用に関する費用負担を含む一切の手続を行い、第三者の著作権、その他の権利を侵害

しないこと。 

(4) 柔軟な体制 

全体スケジュールに影響を及ぼす可能性のある作業の遅れが発生した場合には、要員の

増員等、柔軟に対応できる体制をとること。 

(5) 疑義 

受注者は、本事業の実施に当たり、本書及び入札仕様書に記載のない事項又は疑義が発

生した場合は、速やかに本市と協議を行い、承認を得た上で作業を実施すること。 

 

７ 契約及び支払条件 

(1) 契約の締結 

ア 本事業の賃貸借に係る契約は地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とし、

２０２７年度（令和９年度）以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があっ

た場合は、本市はこの契約を解除することができるものとする。 

イ 契約書の記載内容は、落札者と別途協議の上決定し、契約を締結する。 

なお、本市仕様書の要件を満たさないときは、当該項目について本市が特に認めた場

合を除き、落札者は本市仕様書の要件に従わなければならない。 

ウ 契約条項は、契約書（案）を入札参加資格があると認められた者に対し交付し示す。 

エ 落札者は、本市が定める日（落札者決定から５日以内）までに契約書の締結を行うも

のとする。契約に応じない場合は落札の決定を取消す。 
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(2) 契約保証金 

免除（福山市契約規則第６条第１項第５号） 

(3) 支払条件 

ア 本調達に関わる支払いは原則として、２０３６年度（令和１８年度）まで会計年度ご

とに支払うものとする。 

イ 会計年度ごとの支払金額は次の額を上限とする。ただし、落札者において可能な場合

には、２０２６年度（令和８年度）以降の支払金額を平準化するよう、落札者と別途協

議する。 

(ｱ)２０２６年度（令和８年度） （機器等の賃貸借料：契約金額の概ね 5.83%以内） 

(ｲ)２０２７年度（令和９年度） （機器等の賃貸借料：契約金額の概ね 10％以内） 

(ｳ)２０２８年度（令和１０年度）（機器等の賃貸借料：契約金額の概ね 10％以内） 

(ｴ)２０２９年度（令和１１年度）（機器等の賃貸借料：契約金額の概ね 10％以内） 

(ｵ)２０３０年度（令和１２年度）（機器等の賃貸借料：契約金額の概ね 10％以内） 

(ｶ)２０３１年度（令和１３年度）（機器等の賃貸借料：契約金額の概ね 10％以内） 

(ｷ)２０３２年度（令和１４年度）（機器等の賃貸借料：契約金額の概ね 10％以内） 

(ｸ)２０３３年度（令和１５年度）（機器等の賃貸借料：契約金額の概ね 10％以内） 

(ｹ)２０３４年度（令和１６年度）（機器等の賃貸借料：契約金額の概ね 10％以内） 

(ｺ)２０３５年度（令和１７年度）（機器等の賃貸借料：契約金額の概ね 10％以内） 

(ｻ)２０３６年度（令和１８年度）（機器等の賃貸借料：契約金額の概ね 4.17％以内） 

ウ 上記支払い条件、その他詳細は、落札者と別途協議する。 
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第２章 入札手続に関する事項 

 

１ 日 程 

入札手続に関する日程は、次のとおりとする。 

手  続 期  日 

１ 入札参加資格審査申請受付期間 ２０２６年(令和８年)３月３０日（月）から 

２０２６年(令和８年)４月１５日（水）午後５時まで 

２ 入札書等に関する質問受付期間 ２０２６年(令和８年)３月３０日（月）から 

２０２６年(令和８年)４月１０日（金）午後５時まで 

３ 入札書等に関する質問への回答 ２０２６年(令和８年)４月１５日（水）まで、回答作成

後、福山市ホームページ 

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp 

に随時掲載する。 

４ 入札辞退届の提出期限 ２０２６年(令和８年)４月１７日（金）午後５時 

５ 入札書の提出期限 

 書留郵便等で提出する場合 ２０２６年(令和８年)４月１７日（金）午後５時 

 持参する場合 ２０２６年(令和８年)４月２０日（月）午後２時 

６ 開札 ２０２６年(令和８年)４月２０日（月）午後２時 

 

２ 入札説明書等の交付 

本入札の説明資料及び申請手続様式として、次の書類を交付する。 

(1) 説明資料 

ア 入札説明書（本書） 

イ 入札仕様書 

 (2) 入札参加資格審査申請の手続様式 

ア 入札参加資格審査申請書（様式１） 

イ 受付票（様式２） 

ウ 委任状（様式３） 

代表者から支店長等に対する委任事項を証したもの。入札に関する手続等を委任する

場合のみ提出のこと。 

エ 使用印鑑届（様式４） 

代表者印と異なる印鑑を入札及び契約時に使用する場合のみ提出すること。 

オ 担当者届（様式５） 

本入札に係る担当者として１人を選任し、質疑等の窓口を一本化すること。 

カ 誓約書（様式６） 

キ 申立書（様式７） 

市外業者で本市における課税のない者は提出すること。 

(3) 入札及び入札に関する手続様式 

ア 質問書（様式８） 

イ 入札辞退届（様式９） 



5 

ウ 委任状（入札用）（様式１０） 

エ 入札書（様式１１） 

オ 入札金額内訳書（様式１２） 

※入札及び入札に関する手続様式は、入札参加資格審査申請をした者に対し交付する。 

(4) 契約について 

ア 契約書（案） 

契約書（案）については、入札参加資格審査申請をした者に対し交付する。 

 

３ 入札参加資格審査申請書類の提出 

(1) 提出先 

第１章の「２ 担当課」とする。 

(2) 提出期限、提出方法 

ア 郵便又は信書便により提出する場合 

入札参加資格審査申請書は、２０２６年（令和８年）４月１５日（水）午後５時まで

に必着させること。 

なお、郵便又は信書便は、書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関する法律（平

成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項

に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する信書便の役務のうち書

留郵便に準ずるもの（以下「書留郵便等」という。）とする。 

イ 直接持参する場合 

２０２６年（令和８年）３月３０日（月）から４月１５日（水）の間（ただし、土日

祝日を除く。）の午前８時３０分から午後５時までに上記提出先へ提出すること。 

ウ 入札参加資格審査申請者は、提出した入札参加資格審査申請書等の差替え、変更又は

取消しをすることができないものとする。 

(3) 提出書類 

入札参加資格審査申請に必要な書類は、次に掲げる書類とする。 

なお、「イ 印鑑証明書」、「ウ 市税の完納証明書」、「エ 納税証明書」及び「オ 商

業・法人登記簿謄本」については、入札参加資格審査申請書提出の日から３か月前の日以

降に発行されたものとし、「ウ 市税の完納証明書」、「エ 納税証明書」及び「オ 商業・

法人登記簿謄本」については、写しを可とする。 

ア ２(2) に示す申請書類一式。委任状（様式３）、使用印鑑届（様式４）及び申立書（様

式７）は必要な者のみ提出すること。 

イ 印鑑証明書 

実印であることを証明するもの。 

ウ 市税の完納証明書 

本市に納付すべき市税の滞納がないことを証明したもの。市外の事業者で本市におけ

る課税がない者は、申立書（様式７）を提出すること。 

エ 納税証明書 

国に納付すべき消費税及び地方消費税の未納がないことを証明したもの（免税事業者

は除く。）。 
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オ 商業・法人登記簿謄本 

 

４ 入札参加資格の審査時期 

入札参加資格は入札実施後に、最低の価格をもって申込みを行った者について審査を行い、

落札決定を行う。 

なお、最低の価格をもって申込みを行った者の入札が当該審査により無効とされた場合は、

次順位者以降について入札参加資格審査を行い、落札決定を行う。 

 

５ 入札説明書、入札仕様書等に関する質問 

(1) 質問の方法 

入札説明書等に関する質問は、質問書（様式８）により、電子メールで提出すること。 

提出先メールアドレス：machidukuri-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp 

(2) 受付期間 

２０２６年（令和８年）３月３０日（月）から４月１０日（金）午後５時までとする。 

(3) 質問に対する回答 

質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除

き、２０２６年（令和８年）４月１５日（水）まで、随時、福山市ホームページに掲載す

る。 

    

６ 入札及び開札手続 

(1) 入札日 

ア 日時 

２０２６年（令和８年）４月２０日（月）午後２時 

入札書を書留郵便等により提出する場合は、「(3) 入札書の提出方法」により２０２

６年（令和８年）４月１７日（金）午後５時までに必着させること。 

イ 提出先 

第１章の「２ 担当課」とする。 

(2) 入札の辞退 

入札参加予定者が、入札を辞退するときは入札辞退届（様式９）を２０２６年（令和８

年）４月１７日（金）午後５時（必着）までに書留郵便等又は持参により、第１章の「２ 

担当課」へ提出すること。 

(3) 入札書の提出方法 

ア 入札参加者又はその代理人（以下「入札参加者等」という。）は、「(4) 入札書の作成」

に記載の様式１０、様式１１及び様式１２を、書留郵便等又は持参により提出しなけれ

ばならない。電話、電報、ＦＡＸ、電子メールその他の定められた方法以外の方法によ

る入札は認めない。 

イ 入札回数は３回を限度とする。初回の入札書を作成し、封筒へ入れて封印する。その

封筒の表面に入札者の商号（名称）を記載し「２０２６年４月２０日開札 ２０２６年

度（令和８年度）福山市交流館冷暖房設備更新に係る賃貸借事業に係る入札書 第１回
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目在中」と朱書きすること。この封筒を別の１つの封筒に入れて二重封筒とし、表面に

「２０２６年４月２０日開札 ２０２６年度（令和８年度）福山市交流館冷暖房設備更

新に係る賃貸借事業に係る入札書」と朱書きし、入札書の提出期限までに必着させなけ

ればならない。 

再度入札する場合には、別途案内するものとする。 

ウ 入札参加者等は、その提出した入札書の引換え、変更及び取消しをすることができな

い。 

(4) 入札書の作成 

ア 入札書の作成 

(ｱ) 入札書は所定の様式（様式１１）を使用し、次の内容に従い記載すること。 

(ｲ) 入札書に記載した金額の内訳を「入札金額内訳書（様式１２）」により作成すること。 

イ 入札書の記載項目 

(ｱ) 年月日 

入札書の提出年月日とする。 

(ｲ) 金 額 

入札書に記載する金額は、本調達に伴う一切の経費を含めて見積った契約希望金額

に１１０分の１００を乗じて得た金額（消費税を含めない金額）とすること。 

(ｳ) 入札者住所、商号、代表者及び押印 

ａ 本人の場合 

入札参加資格審査申請者の所在地、商号又は名称、代表者職、名前並びに様式１

と同じ印とする。 

なお、入札参加資格審査申請において、使用印鑑届（様式４）の提出がある場合

には、この印とすること。 

ｂ 代理人の場合 

入札参加資格審査申請において委任状（様式３）を提出している場合は、代理人

の所在地、商号又は名称及び職、名前並びに代理人印とする。 

ｃ 復代理人の場合 

復代理人の場合は、入札前に委任状（様式１０）を提出し、復代理人の名前並び

に復代理人印とすること。 

ウ 入札参加者等は、仕様書、本入札説明書、契約書（案）及び福山市契約規則（昭和４

１年規則第１３号。以下「規則」という。）を十分考慮して入札金額を見積もるものとす

る。仕様書等についての不知又は不明を理由として入札後に異議を申し立てることはで

きない。 

エ 入札金額の訂正は認めない。 

(5) 開札 

ア 日時・場所 

２０２６年（令和８年）４月２０日（月）午後２時に、「福山市役所本庁舎９階多目的

室」で開札する。 

イ 開札に関する事項 

開札の際に入札者の立会いがない場合は、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会

わせて行うものとする。 
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ウ 落札者の決定方法 

(ｱ) 規則に基づき定められた予定価格の制限の範囲で最低の価格をもって申込みをし

た者について、後日入札参加資格審査を行い、有効な審査申請の手続様式を提出し

たと判断された者を落札者とする。 

(ｲ) 落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引

かせて落札の候補者を決定する。当該入札者が開札に立ち会っていない場合又は立ち

会っていてもくじを引かない場合は、事務に関係のない市職員が代理でくじを引くも

のとする。 

(ｳ) 入札された最低価格が予定価格を超えている場合は、再度の入札を別途案内するも

のとする。 

なお、再度の入札は２回を限度とする（合計３回）。 

(ｴ) 最低制限価格は設定しない。 

エ 入札結果の通知 

入札参加資格審査を行い、落札者を決定した後、速やかに落札者及び落札金額を電子

メールで通知する。 

(6) 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札（再入札も含む。）は無効とする。 

ア 入札参加資格のない者が入札したとき。 

イ 同一の入札者が２以上の入札をしたとき。 

ウ 他人の代理を兼ね、又は２以上を代理して入札したとき。 

エ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に際して不正の行為があったとき。 

オ 入札書に記名押印がなかったとき。 

カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 

キ 委任状を持参しない代理人が入札をしたとき。 

ク 金額を訂正した入札をしたとき。 

ケ 入札が、取り消すことができる無能力者の意思表示であるとき。 

コ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 

サ 再度の入札をした場合において、その入札が１であるとき。 

シ 入札公告等において示した入札書の提出場所及び提出日時に入札書が到達しなかっ

たとき。 

ス 上記アからシまでに挙げるもののほか、規則又は特に指定した事項に違反した入札を

したとき。 

(7) 入札又は開札の中止 

天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これ

を延期又は中止する。この場合における損害は、入札者の負担とする。 

(8) 入札保証金 

免除（規則第２５条第１項第２号） 

(9) 入札違約金 

落札者が契約を締結しないときは、落札金額（落札者が落札の際に入札した金額の１０
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０分の１１０に相当する金額）の１００分の５に相当する金額を違約金として納入するこ

と。 

 

７ その他 

(1) 入札に当たっての注意事項 

ア 本市から提供を受けた文書について、本件の入札手続以外の目的に供してはならない。 

また、本入札において、本市の施設情報等に関して知ることとなった内容は、第三者

に洩らしてはならない。 

なお、本市が貸与した文書は返却すること。 

イ 本入札に要する費用は、入札者が負担する。 

ウ 本入札に関し本市へ提出された資料は返却しない。 

(2) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限定する。 

(3) 守秘義務要件 

本事業に関して知り得た情報は、第三者に漏洩することを防止し、かつ、秘密漏洩の可

能性を事前に排除するものとする。 

また、関係資料の滅失、又は、き損を防止し、秘密を保持するため、必要かつ十分な措

置を講じるものとする。 

 

以上 


